
「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱 
 
第１条 （略） 
 
（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1)～(4) （略） 
(5) ベビーシッター 認可外保育施設のうち、法第６条の３第１１項の規定に

よる業務を目的とする施設をいう。 

 

(6)～(9) （略） 

 (10) 国指導監督基準 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」

（平成１３年３月２９日雇児発第１７７号）の別添をいう。 

(11) 国評価基準 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付

について」（平成１７年１月２１日雇児発第０１２１００２号）の別表をいう。 

(12) （略） 

 
第３条～第１７条 （略） 
 
（報告徴収） 

第１８条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、法第５９条第１項の

規定に基づき、認可外保育施設の設置者又は管理者から随時必要な事項につい

て、報告を求めるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するとき

は、認可外保育施設の設置者は、市長へ必ず報告しなければならない。 

(1) 事故等が生じた場合 

ア 施設の管理下において、死亡事故、意識不明事故（どんな刺激にも反応しな

い状態に陥ったもの）又は治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う

重篤な事故の重大な事故が生じた場合は、「教育・保育施設等における事故の報

告等について」（令和５年１２月１４日こ成安第１４２号・５教参学第３０号）

に基づき、速やかに市長に報告すること。 
イ～エ （略） 

浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱 
 
第１条 （略） 
 
（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1)～(4) （略） 
(5) ベビーシッター 認可外保育施設のうち、法第６条の３第１１項の規定に

よる業務を目的とする施設（複数の保育に従事する者を雇用又は委託してい

るものを含む。）をいう。 

(6)～(9) （略） 

 (10) 国指導監督基準 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」

（令和６年３月２９日こ成保第２０６号）の別添をいう。 

(11) 国評価基準 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付

について」（令和６年３月２９日こ成保第２１８号）の別表をいう。 

(12) （略） 

 

第３条～第１７条 （略） 
 
（報告徴収） 

第１８条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、法第５９条第１項の

規定に基づき、認可外保育施設の設置者又は管理者から随時必要な事項につい

て、報告を求めるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するとき

は、認可外保育施設の設置者は、市長へ必ず報告しなければならない。 

(1) 事故等が生じた場合 

ア 施設の管理下において、死亡事故、意識不明事故（どんな刺激にも反応しな

い状態に陥ったもの）又は治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う

重篤な事故の重大な事故が生じた場合は、「教育・保育施設等における事故の報

告等について」（令和８年３月３０日こ成安第４５号・７教参学第５２号）に基

づき、速やかに市長に報告すること。 

イ～エ （略） 
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(2) （略） 

 

第１９条～第２９条 （略） 
 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

別表１～別表２ （略） 

 

別表３ 浜松市認可外保育施設の設備及び運営に関する基準 

国指導監督基準及び国評価基準を参酌して定める浜松市認可外保育施設設備

運営基準は、下表のとおりとする。 

浜松市認可外保育施設の設備及び

運営に関する基準 

適用する区分 

（別紙基準１）１日に保育する乳幼

児の数が６人以上である施設（法届

出対象施設・届出対象外施設） 

ベビーシッタ

ー以外の法届

出対象施設及

び届出対象外

施設 

１日に保育する乳幼

児の数が６人以上で

あるもの 

（別紙基準２）１日に保育する乳幼

児の数が５人以下である施設（法届

出対象施設・届出対象外施設） 

１日に保育する乳幼

児の数が５人以下で

あるもの 

（別紙基準３）複数雇用のベビーシ

ッター（法届出対象施設・顧客児童

限定保育施設・届出対象外施設） 

 

ベビーシッタ

ー 

複数の保育に従事す

る者を雇用している

もの 

（別紙基準４）個人のベビーシッタ

ー（法届出対象施設・顧客児童限定

保育施設・届出対象外施設） 

複数の保育に従事す

る者を雇用していな

いもの 

（別紙基準５）１日に保育する乳幼

児の数が６人以上である施設（顧客

児童限定保育施設） 

ベビーシッタ

ー以外の顧客

児童限定保育

施設 

１日に保育する乳幼

児の数が６人以上で

あるもの 

（別紙基準６）１日に保育する乳幼

児の数が５人以下である施設（顧客

児童限定保育施設） 

１日に保育する乳幼

児の数が５人以下で

あるもの 

(2) （略） 

 

第１９条～第２９条 （略） 
 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

別表１～別表２ （略） 

 

別表３ 浜松市認可外保育施設の設備及び運営に関する基準 

国指導監督基準及び国評価基準を参酌して定める浜松市認可外保育施設設備

運営基準は、下表のとおりとする。 

浜松市認可外保育施設の設備及び

運営に関する基準 

適用する区分 

（別紙基準１）１日に保育する乳幼

児の数が６人以上である施設（法届

出対象施設・届出対象外施設） 

ベビーシッタ

ー以外の法届

出対象施設及

び届出対象外

施設 

１日に保育する乳幼

児の数が６人以上で

あるもの 

（別紙基準２）１日に保育する乳幼

児の数が５人以下である施設（法届

出対象施設・届出対象外施設） 

１日に保育する乳幼

児の数が５人以下で

あるもの 

（別紙基準３）複数雇用又は委託の

ベビーシッター（法届出対象施設・

顧客児童限定保育施設・届出対象外

施設） 

ベビーシッタ

ー 

複数の保育に従事す

る者を雇用又は委託

しているもの 

（別紙基準４）個人のベビーシッタ

ー（法届出対象施設・顧客児童限定

保育施設・届出対象外施設） 

複数の保育に従事す

る者を雇用又は委託

していないもの 

（別紙基準５）１日に保育する乳幼

児の数が６人以上である施設（顧客

児童限定保育施設） 

ベビーシッタ

ー以外の顧客

児童限定保育

施設 

１日に保育する乳幼

児の数が６人以上で

あるもの 

（別紙基準６）１日に保育する乳幼

児の数が５人以下である施設（顧客

児童限定保育施設） 

１日に保育する乳幼

児の数が５人以下で

あるもの 
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別表４～別表５ （略） 

 

別表６ 国の関係通知等との整合が必要な事項 

  この要綱の施行にあたり、国の関係通知等との整合が必要な事項の取扱いに

ついて、下表のとおりとする。 

項目 取扱い 備考 

「保育士試験の実施について」

（平成１５年１２月１日雇児発

第１２０１００２号）７（２）

⑮アに規定する「法第５９条の

２の規定により届出をした施

設」の取扱い 

第５条第１項の規定に基づく届

出を行った法届出対象施設とす

る。 

 

「保育士試験の実施について」

（平成１５年１２月１日雇児発

第１２０１００２号）７（２）

⑮イに規定する「アに掲げるも

ののほか、都道府県等が事業の

届出をするものと定めた施設で

あって、当該届出をした施設」

の取扱い 

第１２条第１項の規定に基づく

届出を行った顧客児童限定保育

施設とする。 

 

「保育士試験の実施について」

（平成１５年１２月１日雇児発

第１２０１００２号）８（１）

⑨に規定する「認可外保育施設

指導監督基準を満たす施設（「認

可外保育施設指導監督基準を満

たす旨の証明書の交付につい

て」（平成１７年 1 月２１日雇児

発第０１２１００２号）による

証明書の交付を受けた施設）（１

日に保育する乳幼児の数が６人

以上である施設））」の取扱い 

第２０条に基づき交付した証明

書において、「（別紙基準１）１

日に保育する乳幼児の数が６人

以上である施設（法届出対象施

設・届出対象外施設）」を満たし

ていると証明された法届出対象

施設とする。 

 

 

 

別表４～別表５ （略） 

 

別表６ 国の関係通知等との整合が必要な事項 

  この要綱の施行にあたり、国の関係通知等との整合が必要な事項の取扱いに

ついて、下表のとおりとする。 

項目 取扱い 備考 

「保育士試験の実施について」

（平成１５年１２月１日雇児発

第１２０１００２号）７（２）

⑮アに規定する「法第５９条の

２の規定により届出をした施

設」の取扱い 

第５条第１項の規定に基づく届

出を行った法届出対象施設とす

る。 

 

「保育士試験の実施について」

（平成１５年１２月１日雇児発

第１２０１００２号）７（２）

⑮イに規定する「アに掲げるも

ののほか、都道府県等が事業の

届出をするものと定めた施設で

あって、当該届出をした施設」

の取扱い 

第１２条第１項の規定に基づく

届出を行った顧客児童限定保育

施設とする。 

 

「保育士試験の実施について」

（平成１５年１２月１日雇児発

第１２０１００２号）８（１）

⑨に規定する「認可外保育施設

指導監督基準を満たす施設（「認

可外保育施設指導監督基準を満

たす旨の証明書の交付につい

て」（令和６年３月２９日こ成保

第２１８号）による証明書の交

付を受けた施設）（１日に保育す

る乳幼児の数が６人以上である

施設））」の取扱い 

第２０条に基づき交付した証明

書において、「（別紙基準１）１

日に保育する乳幼児の数が６人

以上である施設（法届出対象施

設・届出対象外施設）」を満たし

ていると証明された法届出対象

施設とする。 
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（参考資料）認可外保育施設に関する児童福祉関係法令及び関係通知の主なもの 

 

・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

・児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号） 

・児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号） 

・浜松市児童福祉法施行条例（平成２４年浜松市条例第４０号） 

・浜松市児童福祉法施行細則（平成８年浜松市規則第５３号） 

 

・子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 

・子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号） 

・子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号） 

・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号） 

・浜松市子ども・子育て支援法施行条例（平成２６年浜松市条例第６７号） 

・浜松市子ども・子育て支援法施行細則（平成２６年浜松市規則第７５号） 

 

・保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号） 

・消費税法施行令第１４条の３第１号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する保

育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等（平成１７年厚

生労働省告示第１２８号） 

・特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件（平成２８年国土交通省

告示第６９６号） 

 

・「児童福祉法の一部を改正する法律等の公布について」（平成１３年１１月３０

日雇児発第７６１号） 

・「児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉法施行令の一部を改正

する政令等の施行について」（平成１４年７月１２日雇児発第０７１２００４

号） 

・「認可外保育施設に対する届出制の導入について」（平成１４年７月１２日雇児

保発第０７１２００１号） 

・「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（平成１３年３月２９日雇

児発第１７７号） 

・「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（平成１７

 

（参考資料）認可外保育施設に関する児童福祉関係法令及び関係通知の主なもの 

 

・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

・児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号） 

・児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号） 

・浜松市児童福祉法施行条例（平成２４年浜松市条例第４０号） 

・浜松市児童福祉法施行細則（平成８年浜松市規則第５３号） 

 

・子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 

・子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号） 

・子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号） 

・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号） 

・浜松市子ども・子育て支援法施行条例（平成２６年浜松市条例第６７号） 

・浜松市子ども・子育て支援法施行細則（平成２６年浜松市規則第７５号） 

 

・保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号） 

・消費税法施行令第１４条の３第１号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する保

育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等（平成１７年厚

生労働省告示第１２８号） 

・特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件（平成２８年国土交通省

告示第６９６号） 

 

・「児童福祉法の一部を改正する法律等の公布について」（平成１３年１１月３０

日雇児発第７６１号） 

・「児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉法施行令の一部を改正

する政令等の施行について」（平成１４年７月１２日雇児発第０７１２００４

号） 

・「認可外保育施設に対する届出制の導入について」（平成１４年７月１２日雇児

保発第０７１２００１号） 

・「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（令和６年３月２９日こ成

保第２０６号） 

・「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（令和６年
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年１月２１日雇児発第０１２１００２号） 

・「一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について」（平

成１７年３月３１日雇児保発第０３３１００３号） 

・「「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等にお

ける保育に従事する者に関する研修について」（令和３年３月３１日子発０３３

１第５号） 

・「認可外保育施設に対する指導監督の徹底について」（令和５年８月３１日こど

も家庭庁事務連絡） 

・「ベビーホテル問題への積極的な取組について」（平成１３年３月２９日雇児発

第１７８号） 

・「「よい保育施設の選び方 十か条」の作成について」（平成１２年１２月２５日

児保第４５号） 

・「保育所保育指針の適用に際しての留意事項について」（平成３０年３月３０日

子保発０３３０第２号） 

・「教育・保育施設等における事故の報告等について」（令和５年１２月１４日こ

成安第１４２号・５教参学第３０号） 

・「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」（平成１７年２

月２２日健発第０２２２００２号・薬食発第０２２２００１号・雇児発第０２

２２００１号・社援発第０２２２００２号・老発第０２２２００１号通知） 

・「認可外保育施設における業務継続計画等について」（令和４年１２月２６日厚

生労働省事務連絡） 

・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて」（平

成２６年９月５日雇児発０９０５第５号） 

・「保育所等における虐待等に関する対応について」（令和４年１２月７日厚生労

働省・内閣府事務連絡） 

・「不適切な保育の未然防止の徹底について」（令和４年１２月６日こ未第６９８

号） 

・「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」（令和２年度子

ども・子育て支援推進調査研究事業「不適切保育に関する対応について」事業

報告書（別添）） 

・「保育所における食事の提供ガイドライン」（平成２４年３月厚生労働省） 

・「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（２０１９年改訂版）（平成３１

年４月厚生労働省） 

・「昨年来の保育所等における不適切事案を踏まえた今後の対策について」（令和

３月２９日こ成保第２１８号） 

・「一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について」（平

成１７年３月３１日雇児保発第０３３１００３号） 

・「「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等にお

ける保育に従事する者に関する研修について」（令和３年３月３１日子発０３３

１第５号） 

・「認可外保育施設に対する指導監督の徹底について」（令和６年８月３０日こど

も家庭庁事務連絡） 

・「ベビーホテル問題への積極的な取組について」（平成１３年３月２９日雇児発

第１７８号） 

・「「よい保育施設の選び方 十か条」の作成について」（平成１２年１２月２５日

児保第４５号） 

・「保育所保育指針の適用に際しての留意事項について」（平成３０年３月３０日

子保発０３３０第２号） 

・「教育・保育施設等における事故の報告等について」（令和８年３月３０日こ成

安第４５号・７教参学第５２号） 

・「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」（平成１７年２

月２２日健発第０２２２００２号・薬食発第０２２２００１号・雇児発第０２

２２００１号・社援発第０２２２００２号・老発第０２２２００１号通知） 

・「認可外保育施設における業務継続計画等について」（令和４年１２月２６日厚

生労働省事務連絡） 

・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて」（平

成２６年９月５日雇児発０９０５第５号） 

・「保育所等における虐待等に関する対応について」（令和４年１２月７日厚生労

働省・内閣府事務連絡） 

・「不適切な保育の未然防止の徹底について」（令和４年１２月６日こ未第６９８

号） 

・「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」（令和２年度子

ども・子育て支援推進調査研究事業「不適切保育に関する対応について」事業

報告書（別添）） 

 

・「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（２０１９年改訂版）（平成３１

年４月厚生労働省） 

・「昨年来の保育所等における不適切事案を踏まえた今後の対策について」（令和



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

５年５月１２日こ成保４４・５文科初第４２０号） 

・「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成２９年６月１６日生食発０６１６第

１号通知） 

・「児童福祉施設における食事の提供ガイド」（平成２２年３月厚生労働省） 

・「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン（世界保

健機関/国連食糧農業機関共同作成・２００７年）」 

・「保育所における感染症対策ガイドライン（２０１８年改訂版）」（２０１８（平

成３０）年３月（２０２２（令和４）年１０月一部改訂）厚生労働省） 

・「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について」（令和

４年１２月１６日厚生労働省事務連絡） 

・「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」（令和元年６月１

６日厚生労働省事務連絡） 

・「保育所等の園外活動時等における園児の見落とし等の発生防止に向けた取組の

徹底について」（令和４年４月１１日厚生労働省・内閣府事務連絡） 

・「認定こども園、幼稚園、保育所、小学校等における危機管理（不審者侵入時等

の対応）の徹底について」（令和３年１１月２９日内閣府・文部科学省・厚生労

働省事務連絡） 

・「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における安全管理の徹

底について」（令和３年８月２５日厚生労働省・文部科学省・内閣府事務連絡） 

・「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部におけるバス送迎に当

たっての安全管理の徹底について」（令和４年９月６日厚生労働省・文部科学

省・内閣府事務連絡再周知） 

・「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライ

ン」（平成２８年３月内閣府、文部科学省、厚生労働省） 

・「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」（令和４年１０月１２日内閣官房・

内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

・「静岡県教育・保育施設におけるこどもの車両送迎に係る安全管理指針」（令和

４年１０月静岡県） 

・「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」（令和４年１

２月２０日送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイ

ドラインを検討するワーキンググループ取りまとめ） 

・「「令和６年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた対応について」

（令和７年２月１９日こ成保第１４０号） 

 

５年５月１２日こ成保４４・５文科初第４２０号） 

・「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成２９年６月１６日生食発０６１６第

１号通知） 

・「児童福祉施設等における食事の提供ガイド」（令和７年９月こども家庭庁） 

・「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン（世界保

健機関/国連食糧農業機関共同作成・２００７年）」 

・「保育所における感染症対策ガイドライン（２０１８年改訂版）」（２０１８（平

成３０）年３月（２０２３（令和５）年５月一部改訂）厚生労働省） 

・「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について」（令和

４年１２月１６日厚生労働省事務連絡） 

・「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項について」（令和元

年６月２１日厚生労働省事務連絡）別添 

・「保育所等の園外活動時等における園児の見落とし等の発生防止に向けた取組の

徹底について」（令和４年４月１１日厚生労働省・内閣府事務連絡） 

・「認定こども園、幼稚園、保育所、小学校等における危機管理（不審者侵入時等

の対応）の徹底について」（令和３年１１月２９日内閣府・文部科学省・厚生労

働省事務連絡） 

・「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における安全管理の徹

底について」（令和３年８月２５日厚生労働省・文部科学省・内閣府事務連絡） 

・「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部におけるバス送迎に当

たっての安全管理の徹底について」（令和４年９月６日厚生労働省・文部科学

省・内閣府事務連絡再周知） 

・「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライ

ン」（平成２８年３月内閣府、文部科学省、厚生労働省） 

・「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」（令和４年１０月１２日内閣官房・

内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

・「静岡県教育・保育施設におけるこどもの車両送迎に係る安全管理指針」（令和

４年１０月静岡県） 

・「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」（令和４年１

２月２０日送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイ

ドラインを検討するワーキンググループ取りまとめ） 

・「「令和６年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた対応について」（令

和７年２月１９日こ成保第１４０号） 

 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

※注 

上記は認可外保育施設に関する児童福祉関係法令及び関係通知の主なものを例

示したものであり、労働基準法、食品衛生法、建築基準法、都市計画法、消防

法等の関係法令についても遵守が必要であることに留意すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※注 

上記は認可外保育施設に関する児童福祉関係法令及び関係通知の主なものを例

示したものであり、労働基準法、食品衛生法、建築基準法、都市計画法、消防

法等の関係法令についても遵守が必要であることに留意すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第１号様式 

 
 

第１号様式 

 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第２号様式 

 
 
 
 

第２号様式 

 
 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第３号様式 

 
 

第３号様式 

 
 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第４号様式 

 
 

第４号様式 

 
 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第５号様式 

 
 

第５号様式 

 
 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第６号様式 

 
 

第６号様式 

 
 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第７号様式 

 
 

第７号様式 

 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第８号様式 

 
 

第８号様式 

 
 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第９号様式 

 

第９号様式 

 
 
 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第１０号様式 

 
第１１号様式 （略） 

第１０号様式 

 
 
第１１号様式 （略） 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第１２号様式 

 
第１３号様式 （略） 

第１２号様式 

 
第１３号様式 （略） 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

第１４号様式 

 
第１５号様式～第２１号様式 （略） 

第１４号様式 

 
第１５号様式～第２１号様式 （略） 



「浜松市認可外保育施設指導監督実施要綱」の一部改正案 新旧対照表 
現 行 一部改正案  

 
共通様式１～共通様式５ （略） 
 
浜松市認可外保育施設設備運営基準 （略） 

 
（別紙基準１）～（別紙基準６） （略）  

 
共通様式１～共通様式５ （略） ※一部改正あり 
 
浜松市認可外保育施設設備運営基準 （略） 

 
（別紙基準１）～（別紙基準６） （略） ※一部改正あり 

 


